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【補足説明資料：共通12「第2回設工認申請
における新設、改造設備について」】

耐震条文に係る新設・改造

【耐震設計の基本方針類】

1.1 今回設工認における評価対象施設の網羅性
について

 申請施設のうち以下を評価対象施設として抽出

・耐震重要度分類を有する施設
・常設耐震重要重大事故等対処設備
・間接支持構造物
・波及的影響を考慮すべき設備
・耐震設計の前提条件となっている施設(地下水排水設備)
・地震に対する損傷に係る条文以外の技術基準条文に基づ
き耐震設計の対象としている施設

3. 今回設工認における主な
説明項目

3.1 既設工認との相違点に係る説明項目

(1)施設の変更または改造に伴う変更手
部分に対する説明事項

(2)耐震評価手法の変更部分に対する説
明事項

3.2 耐震評価手法及び結果を補足する説明
事項

【各補足説明資料】※

2. 既設工認との相違点の整理について

以下(1),(2)の変更点の網羅的な説明及び各施設に
おける変更の該当有無の説明（別紙イメージ）

(1)施設の改造または変更に伴う変更点

 施設の変更または改造等に伴う評価諸元等の
変更

(2)評価手法等の変更点（新規施設も含む）

 基本方針の変更に伴う評価手法の変更

 基準地震動の変更に伴う評価手法の変更

 規格規準類等の変更に伴う評価諸元等の変更

各耐震計算プロセスにおける
詳細な補足説明

建物・構築物並びに機器・配管系の耐震計算のプロセス

【補足説明資料：耐震機電03「下位クラス
施設の波及的影響の検討について(建物・

構築物，機器・配管系)」】

波及的影響を及ぼすと考えられる
下位クラス施設の抽出

全体構成

耐震重要度分類を有する施設 波及的影響を考慮する下位クラス施設

【本補足説明資料】

耐震以外の条文に係る新設・改造

1.2 評価対象部位の網羅性及び評価内容

 評価対象施設における評価対象部位を整理

 整理した評価対象部位の評価内容に係る既設工認及び先
行発電プラント評価実績との比較

各条⽂において
新設・改造とな
る耐震評価対象
施設

新設・改造となる
耐震評価対象施設
の設計上の配慮事
項及び構造概要

新設・改造と
なる耐震評価
対象施設の構
造の変更点

A,B‐1

A,B‐1

B‐1

B‐1

A,B‐1〜3

【補足説明資料】
• 耐震建物31「土木構築物の既設工認からの変更点について」
• 耐震建物38「既設工認と今回設工認の解析モデル及び手法の

比較について」
• 耐震機電13「既設工認からの変更点について」

施設ごとの評価条件・諸元変更に係る詳細説明

個別に示す計画としていた「既設工認からの変更点」に係る右記補
足説明資料は，内容を耐震建物01統合するため，提出を取り止め
る計画。

※各補足説明資料は，耐震建物01の3項「3. 今
回設工認における主な説明項目」及び添付1-1
～1-3で示す。 2



対象施設

施設の改造・変更に伴う変更点
評価手法等の変更点

（改造・変更に伴わないもの）

施設の改造・変更に伴う評価諸元等の変更点
基本方針の変

更に伴う
変更点

基準地震動の
変更に伴う
変更点

規格基準等の
変更に伴う
変更点

構造に対する
評価諸元の

変更

評価地震力の
変更

（追而）
鉛直地震力の
組合せ方法の

変更
（追而） （追而）

○○建屋 ○ － ・・ － ○ －

▲▲建屋 ○ － －

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

別紙 イメージ図

 横軸の変更点については，「施設の改造・変更に伴う変更点」と「評価手法等の変更点」の大き
な２分類の分け，大分類毎に変更点を示す。

 縦軸の対象施設は，全ての施設を示す。
 上記の表を建物（屋外構築物含む），洞道，機電に分けて示す。
 「施設の改造・変更点に伴う変更」の分類に属さない施設は，当該項目を斜線とし，「変更手法

等の変更点」の該当項目のみ示す。

大項目にぶら下がる変更点については整理
中であり，建物（屋外構築物含む），洞道，
機電ごとに整理を行う。
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